


このたびは「せいめい共済」の資料請求をいただきまして、ありがとうございます。お手元の「せいめい共
済」のリーフレットは、こくみん共済 coop 発行のリーフレットです。ＪＰ共済生協はこくみん共済 coop の共済
代理店として、「せいめい共済」の取り扱いをしております。

ＪＰ共済生協では制度の取り扱いにおいて、リーフレットに記載の中で一部取り扱いが異なる点があります。
個人情報の取り扱いや出資金の取り扱いについては、ＪＰ共済生協の取り扱いに準じますので、本チラシの
記載事項についてもリーフレットとあわせてご確認いただくようお願いいたします。

「せいめい共済」ご契約に関するお問い合わせ先

契約引受団体：全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop）
取扱団体：日本郵政グループ労働者共済生活協同組合（ＪＰ共済生協）

受付時間

ＪＰ共済生協では取り扱いが異なるもの

②「終身生命プラン 介護タイプ」について（P.2~4）

ＪＰ共済生協では「終身生命プラン 介護タイプ」の取り扱いはございませんのでご注意ください。

「定期生命プラン」にて満期金をお申し込みの際の注意点

受付時間

③せいめい共済の掛金試算について（P.7）

「定期生命プラン」の掛金については、ＪＰ共済生協のホームページに掛金表を掲載しておりますので、
リーフレット・チラシに記載以外の掛金についてはそちらもあわせてご確認ください。
※掛金の試算はリーフレットP.7に記載の通り、こくみん共済 coop のホームページでも行なっていただく事が

できますが、ダウンロードした申込書についてはご使用いただけませんのでご注意ください。

満期金のお申込み（P.5）にあたり、契約者（組合員）の本人確認書類として、以下のいずれか１つの写し

（コピー）のご提出をお願いします。なお、ご提出いただいた書類は、ご返却できかねますのでご了承ください。

※両面ある書類は、両面の写し（コピー）のご提出をお願いします。
※国際的な脱税および租税地回避に対処することを目的とした「共通報告基準（CRS）」および「租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」にもとづき、本人確認がもとめられることから、ご
提出をお願いしています。

本リーフレットをお読みいただくにあたって

※ホームページからのお問い合わせもご利用ください。

○運転免許証 ○運転経歴証明書 ○在留カード ○特別永住者証明書 ○パスポート
○健康保険証 ○印鑑登録証明書 ○戸籍謄本・抄本 ○住民票の写し ○住民票記載事項証明書
○上記のほか、官公庁発行書類等で氏名・住所・生年月日の記載があるもの

①「こくみん Life サポート」について（P.1、裏表紙）

ＪＰ共済生協では「こくみん Life サポート」の取り扱いはございませんのでご注意ください。



せいめい共済 ご契約のてびき(P.8~)の記載事項について

組合員について・新しく組合員になられる方へ（出資金について） →P.18、裏表紙

ＪＰ共済生協を通じて「せいめい共済」をご利用いただくには、ＪＰ共済生協組合員となることで加入いただけます。
ご契約のてびき（P.8~）に記載の契約概要①「契約者について」ならびに、注意喚起情報⑰「お客さまに関する個人

情報の取り扱いについて」および、「組合員について」・「新しく組合員になられる方へ（出資金について）」につきまし
ては、ＪＰ共済生協の取り扱いに準じますので、ご確認ください。

ＪＰ共済生協は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サー
ビスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管
理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、ＪＰ共済生協の事業、各種共済商品、各種サー
ビスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情
報の保護に関する法律（以下、「個人情報保護法」といいます。）および行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」といいます。)等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・
機密性・安全性の確保に努めます。

※個人情報の取り扱いに関する詳細は、ＪＰ共済生協ホームページ（https://www.postlife.or.jp）をご参照ください。

ＪＰ共済生協は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合です。
生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政関連企業で勤務されている方で、出資金をお支払いいただければどなたでも

ＪＰ共済生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資（100
円）をお願いしています。

なお、すべてのご契約が解約または失効となり、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかにＪＰ共済生協へご連絡をいただき、組
合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。

また、２年以上事業を利用されず、住所や連絡先の変更手続きをいただいていない場合は、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手
続きをさせていただくことがございますのでご注意ください。

１．組合員の資格
（1） 郵政関連企業に勤務する方は、ＪＰ共済生協の組合員となることができます。
（2） 郵政関連企業に勤務していた方で、ＪＰ共済生協の事業を利用することを適当とする方は、ＪＰ共済生協の承認を受けて、ＪＰ共済生協

の組合員となることができます。
２． 届出の義務

組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、またはその氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をＪＰ共済生協に届け出てくだ
さい。
３． 自由脱退

（1） 組合員は、事業年度の末日の９０日前までにＪＰ共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。
（注1）ＪＰ共済生協の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日です。
（注2）出資金は、脱退した後に払戻します。
（注3）脱退の予告にあたっては、ＪＰ共済生協の定める書類による手続きが必要です。

（2） ＪＰ共済生協は、組合員が住所の変更届を２年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を
行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとします。

（3） 第２項の規定により脱退の予告があったとみなそうとするときは、ＪＰ共済生協は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認
を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告を行います。

（4） 第２項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとします。
４． 法定脱退

組合員は、次の（1）から（3）までのいずれかの事由によって脱退します。
（1） 組合員たる資格の喪失（郵政関連企業を退職したとき等）
（2） 死亡
（3） 除名

（注）（1）（2）の場合、ＪＰ共済生協の定める書類による手続きが必要です。
５． 除名

ＪＰ共済生協は、組合員が次の（1）または（2）のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができます。
（1） １年間ＪＰ共済生協の事業を利用しないとき。
（2） ＪＰ共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき。

６． 出資１口の金額およびその払込み方法
出資1 口の金額は100 円とし、全額一時払込みとします。

７． 脱退組合員の払戻し請求権
脱退した組合員は、その払込済出資額の払戻しをＪＰ共済生協に請求することができます。
（注）出資金の払戻請求を脱退した時から２年間行わなかった場合は、その請求権は時効によって消滅します（消費生活協同組合法（昭和

23 年７月30 日法律第200 号）第23 条）。
８． その他注意事項

（1） 出資金の払戻しは、組合員または相続人名義の口座に送金します。
（2） 共済証書の送付等、当生協からの書類の送付は、普通郵便とします。

組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報の取り扱いについて



年払掛金表 満期金 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円

プラスする年掛金 9,764 19,528 29,292 39,056 48,820

共済期間10年

男性
加入年齢
（満）

女性
定期生命プラン 定期生命プラン

死亡共済金：1,000万円 死亡共済金：1,000万円
共済期間：10年 共済期間：10年

ー 0～14歳 ー
10,700 15歳 8,700 
11,200 16歳 8,700 
11,600 17歳 8,800 
12,000 18歳 8,900 
12,300 19歳 9,100 
12,600 20歳 9,300 
12,800 21歳 9,400 
12,900 22歳 9,600 
13,100 23歳 9,700 
13,200 24歳 9,900 
13,400 25歳 10,200 
13,600 26歳 10,400 
13,800 27歳 10,700 
14,200 28歳 11,100 
14,600 29歳 11,500 
15,100 30歳 11,900 
15,800 31歳 12,300 
16,500 32歳 12,700 
17,300 33歳 13,300 
18,200 34歳 13,900 
19,300 35歳 14,500 
20,500 36歳 15,300 
21,800 37歳 16,000 
23,300 38歳 16,900 
24,900 39歳 17,800 
26,700 40歳 18,900 
28,700 41歳 20,100 
30,900 42歳 21,400 
33,300 43歳 22,900 
36,000 44歳 24,500 
38,900 45歳 26,200 
42,300 46歳 28,100 
46,200 47歳 30,200 
50,500 48歳 32,500 
55,200 49歳 34,800 
60,500 50歳 37,300 
66,500 51歳 39,900 
73,300 52歳 42,700 
80,900 53歳 45,700 
89,400 54歳 49,000 
98,700 55歳 52,500 

109,000 56歳 56,100 
120,000 57歳 60,000 
131,800 58歳 64,200 
144,500 59歳 68,900 
158,000 60歳 74,100 
ー 61～70歳 ー



半年払掛金表 満期金 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円

プラスする半年掛金 4,891 9,782 14,673 19,564 24,455

共済期間10年

男性
加入年齢
（満）

女性
定期生命プラン 定期生命プラン

死亡共済金：1,000万円 死亡共済金：1,000万円
共済期間：10年 共済期間：10年

ー 0～14歳 ー
5,600 15歳 4,500 
5,800 16歳 4,600 
6,100 17歳 4,600 
6,200 18歳 4,700 
6,400 19歳 4,800 
6,500 20歳 4,800 
6,600 21歳 4,900 
6,700 22歳 5,000 
6,800 23歳 5,100 
6,800 24歳 5,200 
6,900 25歳 5,300 
7,100 26歳 5,500 
7,200 27歳 5,600 
7,400 28歳 5,800 
7,600 29歳 6,000 
7,800 30歳 6,200 
8,200 31歳 6,400 
8,500 32歳 6,600 
8,900 33歳 6,900 
9,400 34歳 7,200 

10,000 35歳 7,500 
10,600 36歳 7,900 
11,200 37歳 8,300 
12,000 38歳 8,700 
12,800 39歳 9,200 
13,700 40歳 9,700 
14,700 41歳 10,300 
15,800 42歳 11,000 
17,100 43歳 11,800 
18,400 44歳 12,600 
19,900 45歳 13,500 
21,600 46歳 14,400 
23,600 47歳 15,500 
25,800 48歳 16,600 
28,200 49歳 17,800 
30,900 50歳 19,100 
33,900 51歳 20,400 
37,400 52歳 21,800 
41,200 53歳 23,400 
45,500 54歳 25,000 
50,300 55歳 26,800 
55,500 56歳 28,600 
61,100 57歳 30,600 
67,100 58歳 32,800 
73,500 59歳 35,200 
80,400 60歳 37,800 
ー 61～70歳 ー




















